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１１ 参考資料 

（１）農薬取締法（抜粋）  

昭和二十三年法律第八十二号 

最終改正 令和二年一二月一日施行 

（目的）  

第一条 この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことに

より、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農

業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与する

ことを目的とする。 

（定義）  

第二条 この法律において「農薬」とは、農作物（樹木及び農林産物を含む。以下「農作物

等」 という。）を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイル

ス（以下「病害虫」と総称する。）の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の

薬剤（その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち

政令で定めるものを含む。）及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促

進剤、発芽抑制剤その他の薬剤（肥料取締法（昭和二十五年法律第百二十七号）第二条

第一項に規定する肥料を除く。）をいう。 

２ 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみな

す。 

３、４ 略  

（農薬の登録）  

第三条 製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを

製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原材料に照らし農作物

等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産

大臣及び環境大臣が指定する農薬（以下「特定農薬」という。）を製造し若しくは加工し、

又は輸入する場合、第三十四条第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用する

第十六条の規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環境省令で

定める場合は、この限りでない。 

２～９  略 

（使用の禁止）  

第二十四条 何人も、次に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究

の目的で使用する場合、第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は

輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省

令で定める場合は、この限りでない。 

  一 容器又は包装に第十六条の規定による表示のある農薬（第十八条第二項の規定に

よりその販売が禁止されているものを除く。） 
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  二 特定農薬 

（農薬の使用の規制）  

第二十五条 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農

林水産省令・環境省令で、現に第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている

農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使

用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなけ

ればならない。 

２ 農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更す

ることができる。 

３ 農薬使用者は、第一項の基準（前項の規定により当該基準が変更された場合には、その

変更後の基準）に違反して、農薬を使用してはならない。 

（農薬の使用に関する理解等）  

第二十七条 農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な使用に関する

知識と理解を深めるように努めるとともに、農業改良助長法（昭和二十三年法律第百六

十五号）第八条第一項に規定する普及指導員若しくは植物防疫法（昭和二十五年法律第

百五十一号）第三十三条第一項に規定する病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして

都道府県知事が指定する者の指導を受けるように努めるものとする。 

（農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助）  

第二十八条 農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に伴う

と認められる人畜、農作物等若しくは水産動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を

防止するため必要な知識の普及、その生産、使用等に関する情報の提供その他その安全

かつ適正な使用及びその安全性その他の品質の確保に関する助言、指導その他の援助を

行うように努めるものとする。 

 

（２）農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 

平成十五年三月七日 農林水産省・環境省令第五号 

最終改正 令和二年四月一日施行  

  農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第十二条第一項の規定に基づき、農薬を使

用する者が遵守すべき基準を定める省令を次のように定める。  

   農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令  

（農薬使用者の責務）  

第一条 農薬を使用する者（以下「農薬使用者」という。）は、農薬の使用に関し、次に掲

げる責務を有する。  

 一 農作物等に害を及ぼさないようにすること。  

 二 人畜に被害が生じないようにすること。  

 三 農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原
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因となって人に被害が生じないようにすること。  

 四 農地等において栽培される農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生

産される畜産物の利用が原因となって人に被害が生じないようにすること。  

 五 生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにする

こと。 

  六 公共用水域（水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第二条第一項に規定

する公共用水域をいう。）の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水（その汚濁によ

り汚染される水産動植物を含む。）の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにす

ること。  

（表示事項の遵守）  

第二条 農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等（以下「食用農作物等」とい

う。）に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。  

 一 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。  

 二 付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。  

 三 農薬取締法施行規則（昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。）第

十四条第二項第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用

しないこと。 

 四 規則第十四条第二項第三号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しない

こと。  

 五 規則第十四条第二項第四号に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回

数を超えて農薬を使用しないこと。  

  イ 種苗法施行規則（平成十年農林水産省令第八十三号）第二十三条第三項第一号に規

定する使用した農薬中に含有する有効成分の種類ごとの使用回数の表示のある種苗を食

用農作物等の生産に用いる場合には、規則第十四条第二項第五号に規定する含有する有

効成分の種類ごとの総使用回数から当該表示された使用回数を控除した回数  

  ロ イの場合以外の場合には、規則第十四条第二項第五号に規定する含有する有効成

分の種類ごとの総使用回数  

２ 農薬使用者は、農薬取締法第十六条第四号、第六号（被害防止方法に係る部分に限る。）、

第九号及び第十一号に掲げる事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなけ

ればならない。  

（くん蒸による農薬の使用）  

第三条 農薬使用者（自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。）は、

くん蒸により農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日まで

に、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならな

い。これを変更しようとするときも、同様とする。  

 一 当該農薬使用者の氏名及び住所  



280 

 

 二 当該年度のくん蒸による農薬の使用計画  

（航空機を用いた農薬の使用）  

第四条 農薬使用者は、航空機（航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第一項

に規定する航空機をいう。）を用いて農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しよ

うとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に

提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

 一 当該農薬使用者の氏名及び住所  

 二 当該年度の航空機を用いた農薬の使用計画  

２ 前項の農薬使用者は、航空機を用いて農薬を使用しようとする区域（以下「対象区域」

という。）において、風速及び風向を観測し、対象区域外に農薬が飛散することを防止す

るために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（ゴルフ場における農薬の使用）  

第五条 農薬使用者は、ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用し

ようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣

及び環境大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

 一 当該農薬使用者の氏名及び住所  

 二 当該年度のゴルフ場における農薬の使用計画  

２ 前項の農薬使用者は、ゴルフ場の外に農薬が流出することを防止するために必要な措

置を講じるよう努めなければならない。  

（住宅地等における農薬の使用）  

第六条 農薬使用者は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又

は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、

農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。  

（水田における農薬の使用）  

第七条 農薬使用者は、水田において農薬を使用するときは、当該農薬が流出することを防

止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。  

（被覆を要する農薬の使用）  

第八条 農薬使用者は、クロルピクリンを含有する農薬を使用するときは、農薬を使用した

土壌から当該農薬が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなけれ

ばならない。  

（帳簿の記載）  

第九条 農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努め

なければならない。  

 一 農薬を使用した年月日  

 二 農薬を使用した場所  

 三 農薬を使用した農作物等  
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 四 使用した農薬の種類又は名称  

 五 使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数  

  附則及び付録 略  

 

（３）無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン 

令和元年７月 30 日付け元消安第 1388 号消費・安全局長通知 

改正 令和５年３月 30 日付け４消安第 7181 号消費・安全局長通知 

第１ 趣旨 

農薬を使用する者は、農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号。以下「法」という。）

第 25 条第１項に基づき定められている農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める

省令（平成 15 年農林水産省・環境省令第５号。）に基づき、農作物や人畜、周辺環境

等に被害を及ぼさないようにする責務を有するとともに、関係通知に沿った安全かつ

適正な使用に努める必要がある。また、農薬を使用する者は、法第 27 条に基づき、農

薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように努めなければならない。 

このことから、無人ヘリコプター（ほぼ垂直な軸回りに回転する三つ以上の回転翼に

よって主な揚力及び推進力を得る回転翼無人航空機以外の回転翼無人航空機をいう。）

による農薬の空中散布を行う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うために参考とする

ことができる目安を示すため、本ガイドラインを定める。 

第２ 農薬の空中散布の実施 

１ 農薬の空中散布の計画 

（１）実施主体（防除実施者及び防除を自らは行わずに他者に委託する者。以下同じ。）は、

農薬の空中散布の実施区域周辺を含む地理的状況（住宅地、公共施設、水道水源又は蜂、

蚕、魚介類の養殖場等に近接しているかなど）、耕作状況（収穫時期の近い農作物や有機

農業が行われているほ場が近接しているかなど）等の作業環境を十分に勘案し、実施区

域及び実施除外区域の設定、散布薬剤の種類及び剤型の選定（粒 剤、微粒剤等の飛散の

少ない剤型）等の農薬の空中散布の計画について検討を行い、実施場所、実施予定月日、

作物名、散布農薬名、10ａ当たりの使用量又は希釈倍数等について記載した農薬の空中

散布計画書（別記様式１）を作成する。 

なお、３に規定する対応により危被害を防止することができないおそれがある場合は、

農薬の空中散布の計画を見直す。 

（２）農薬の空中散布の作業を他者に委託する場合は、防除委託者は、防除実施者と十分に

連携して農薬の空中散布の計画を検討する。 

（３）農薬の空中散布を行う実施者は、（１）の農薬の空中散布計画書を、農薬の空中散布

を実施する月の前月末までに、農薬の空中散布の実施区域内の都道府県農薬指導部局に

届け出ること。当該届出については、電子メールによる提出を可能とする。 

（４）都道府県農薬指導部局は、（３）により農薬の空中散布計画書の届出があった場合は、
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当該計画の記載に不備がないことを確認した上で、地方農政局消費・安全部安全管理課

（北海道にあっては直接。沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局農林水産部消費・安

全課。）を経由して、農林水産省消費・安全局植物防疫課（以下「植物防疫課」という。）

に提出すること。 

（５）都道府県農薬指導部局は、（３）により届出のあった農薬の空中散布計画書により、

管内の農薬の空中散布の計画を把握し、安全かつ適正に実施されるよう、地域の実情に

応じた指導を行うこと。 

（６）都道府県農薬指導部局は、実施主体と養蜂家との間における情報共有の徹底を図り、

農薬の空中散布の実施による蜜蜂被害の発生を防止するため、（３）により届出のあった

農薬の空中散布計画書を都道府県の畜産担当と共有すること。 

また、都道府県の畜産担当は、養蜂組合等の協力を得て、当該情報のうち必要な情報（農

薬散布の実施予定月日、実施場所、作物名、散布農薬名等）を整理し、個々の養蜂家に

対し、情報提供すること。 

なお、地域の実情に応じ、より適切な情報共有手段を講じることが可能であれば、上記

の限りではない。 

（７）無人ヘリコプターの所有者は、航空法（昭和 23 年法律第 231 号）第 132 条の２の規

定に基づき、当該無人ヘリコプターについて国土交通大臣の登録を受ける義務があるこ

とから、これを確実に行う。 

（８）農薬の空中散布を含む、航空法第 132 条の 87 の規定に基づく特定飛行を行う場合に

は、航空法第 132 条の 88 第１項の規定に基づき、事前に当該特定飛行の日時、経路等の

事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する義務があることから、これを確実に

行う。 

２ 農薬の空中散布の実施に関する情報提供 

（１）農薬の空中散布の実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣

箱、有機農業が行われているほ場等がある場合には、実施主体は、危被害防止対策とし

て、当該施設の管理者及び利用者、居住者、養蜂家、有機農業に取り組む農家等に対し、

農薬を散布しようとする日時、農薬使用の目的、使用農薬の種類及び実施主体の連絡先

を十分な時間的余裕を持って情報提供し、必要に応じて日時を調整する。 

（２）天候等の事情により農薬の空中散布の日時等に変更が生じる場合、実施主体は、変更

に係る事項について情報提供を行う。 

（３）農薬の空中散布の実施区域周辺において人の往来が想定される場合、実施主体は、作

業中の実施区域内への侵入を防止するため、告知、表示等により農薬の空中散布の実施

について情報提供を行うなどの必要な措置を講ずる。 

３ 実施時に留意する事項 

（１）実施主体は、操縦者、補助者（無人ヘリコプターの飛行状況、周辺区域の変化等を監

視し、的確な誘導を行うとともに、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らな
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いよう注意喚起を行い、操縦者を補助する者）等の関係者及び周辺環境等への影響に十

分配慮し、風下から散布を開始する横風散布を基本に飛行経路を設定する。 

（２）操縦者は、あらかじめ機体等メーカーが作成した取扱説明書等により、無人ヘリコプ

ター及び散布装置に関する機能及び性能について理解する。 

（３）操縦者は、第４の３（１）により機体等メーカーが取扱説明書等に記載した散布方法

（飛行速度、飛行高度、飛行間隔及び最大風速。別添参照。）を参考に散布を行う。 

（４）（３）において、機体等メーカーによる散布方法が設定されておらず、取扱説明書等

に記載がない場合は、無人ヘリコプターの標準的な散布方法として策定された、以下の

散布方法により実施する。 

・飛行高度は、作物上３～４ｍ以下。 

・散布時の風速は、地上 1.5ｍにおいて３ｍ/ｓ以下。 

・飛行速度及び飛行間隔は、機体の飛行諸元を参考に農薬の散布状況を随時確認し、適切に

加減する。 

（５）操縦者は、散布の際、農薬の散布状況及び気象条件の変化を随時確認しながら、農薬

ラベルに表示される使用方法（単位面積当たりの使用量、希釈倍数等）を遵守し、散布

区域外への飛散（以下「ドリフト」という。）が起こらないよう十分に注意する。 

（６）ドリフト等を防ぐため、架線等の危険個所、実施除外区域、飛行経路及び操縦者、補

助者等の経路をあらかじめ実地確認するなど、実施区域及びその周辺の状況把握に努め

るとともに、必要に応じて危険個所及び実施除外区域を明示しておく。 

（７）実施主体は、散布装置については、適正に散布できること（所定の吐出量において間

欠的ではないことなど）を使用前に確認するとともに、適時、その点検を行う。 

（８）周辺農作物の収穫時期が近い場合、実施区域周辺において有機農業が行われている場

合又は学校、病院等の公共施設、家屋、水道水源若しくは蜂、蚕、魚介類の養殖場等が

近い場合など、農薬の飛散により危被害を与える可能性が高い場合には、状況に応じて、

無風又は風が弱い天候の日や時間帯の選択、使用農薬の種類の変更、飛散が少ない剤型

の農薬の選択等の対応を検討するなど、農薬が飛散しないよう細心の注意を払う。 

（９）強風により散布作業が困難であると判断される場合には、無理に作業を続行せず、気

象条件が安定するまで待機する。 

(10) 操縦者、補助者等の農薬暴露を回避するため、特に次の事項に留意する。 

ア 操縦者、補助者等は、防護装備を着用すること。 

イ 農薬の空中散布の実施中において、操縦者、補助者等は農薬の危被害防止のため連携

すること。 

(11) 作業終了後、散布装置（タンク、配管、ノズル等）は十分に洗浄し、洗浄液、配管内

の残液等は周辺に影響を与えないよう安全に処理する。 

(12) 実施主体は、農薬の空中散布の実施により、農業、漁業その他の事業に被害が発生し、

又は周囲の自然環境若しくは生活環境に悪影響が生じた場合は、直ちに当該区域での実
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施を中止し、その原因の究明に努めるとともに、適切な事後処理を行う。 

４ 農薬の空中散布の実績 

（１）実施主体は、農薬の空中散布を実施した場合は、速やかに実施場所、実施月日、作物

名、散布農薬名、10ａ当たりの使用量又は希釈倍数等について記載した実績報告書（別

記様式２）を作成し、農薬の空中散布の実施区域内の都道府県農薬指導部局に提出する

こと。なお、当該報告については、電子メールによる提出を可能とする。 

（２）都道府県農薬指導部局は、（１）により実績報告書の提出があった場合は、記載に不

備がないことを確認した上で、地方農政局消費・安全部安全管理課（北海道にあっては

直接。沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課。）を経由して、

毎年４月から翌年３月までの実績を翌年４月末までに植物防疫課に提出すること。 

（３）植物防疫課は、（２）により実績報告書の提出があった場合は、これを取りまとめ、

安全かつ適正な農薬の空中散布が実施されているかどうかを確認すること。 

（４）農薬の空中散布を含む特定飛行を行った場合には、航空法第 132 条の 89 の規定に基

づき、その飛行記録、日常点検記録等の情報を遅滞なく飛行日誌に記載する義務がある

ことから、これを確実に行う。 

第３ 事故発生時の対応 

農薬の空中散布を実施した場合の事故発生時の対応については、次のとおり実施する。 

１ 事故の類型は、以下のとおりとする。 

（１）農薬事故 

農薬の空中散布中のドリフト、流出等の農薬事故 

（２）航空法に基づく事故 

① 無人ヘリコプターの飛行による人の死傷（重傷以上の場合。農薬に起因する目の

損傷を含む。） 

② 第三者の所有する物件の損壊（農薬に起因する農作物の被害を含まない。） 

③ 航空機との衝突又は接触 

（３）航空法に基づく重大インシデント 

① 航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき。 

② 無人ヘリコプターの飛行による人の負傷（軽傷の場合。農薬に起因する目の損傷

を含む。） 

③ 無人ヘリコプターの制御が不能になった事態 

④ 無人ヘリコプターが発火した事態（飛行中に発火したものに限る。） 

２ １（１）に該当する事故が発生した場合は、実施主体は、別記様式の事故報告書を作成

し、実施区域内の都道府県農薬指導部局に提出する。また、必要に応じて７又は８の報

告を行う。 

３ 事故報告書は、事故発生後直ちに第１報（事故の概要、初動対応等）を、事故発生から

１か月以内に最終報（事故の詳細、被害状況、事故原因、再発防止策の策定）をそれぞ
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れ作成すること。 

なお、農薬の空中散布の作業を他者に委託した場合は、防除委託者は、防除実施者と十

分連携して当該事故報告書を作成する。 

４ 都道府県農薬指導部局は２により事故報告書の提出があった場合は、記載に不備がな

いことを確認し、地方農政局消費・安全部安全管理課（北海道にあっては直接。沖縄県

にあっては内閣府沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課。）を経由して、植物防疫課に

当該事故報告書を提出する。 

５ 植物防疫課は、４により事故報告書の提出があった場合は、これを取りまとめ、都道府

県等の協力を得て、農薬の空中散布における安全対策を検討する。また、関係機関との

間で、当該検討結果に係る情報を共有するとともに、実施主体に対し、再発防止を図る

よう指示する。 

６ 植物防疫課は、５により取りまとめた事故報告を地方航空局保安部運航課に提供する。 

７ １（２）に該当する事故が発生した場合、航空法第 132 条の 90 の規定に基づき、直ち

に無人航空機の飛行を中止し、負傷者がいる場合には負傷者の救護を行うとともに、必

要に応じて直ちに飛行の場所を管轄する警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡す

る等の危険を防止するために必要な措置を行う。 

なお、１（２）の事故に該当する場合に限らず、必要と認められる場合には、所要の救

護活動を行うべきである。 

８ １（２）又は（３）に該当する事故等が発生した場合、航空法第 132 条の 90 又は 91 の

規定に基づき、実施主体は、飛行の許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機

安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所に事故等の報告を、原則ドローン情報

基盤システム(DIPS)における事故等報告機能を用いて行う。 

なお、電話等による事故等の報告を行う場合は、以下を参照し連絡すること。 

・無人航空機による事故等の報告先一覧 

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001573519.pdf 

第４ 関係機関の役割 

農薬の空中散布に関係する機関は、次の役割を果たす。 

１ 植物防疫課 

（１）農薬の空中散布の安全かつ適正な実施のために必要な情報及び資料の収集及び提供

を行うこと。 

（２）農薬の空中散布の円滑な実施及び事故発生時における迅速かつ的確な対応のため、関

係機関との間で連絡体制を整備すること。 

２ 都道府県 

（１）実施主体に対し、１（１）により提供を受けた情報及び資料その他農薬の空中散布に

関する技術的情報を提供すること。 

（２）実施主体から事故に関する情報が提出された場合には、安全かつ適正な農薬の空中散
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布の実施のための指導及び助言を行うこと。 

３ 機体等メーカー 

（１）機体・散布装置の使用条件（対象農作物、農薬の剤型等）ごとの散布方法に関する情

報について、取扱説明書等に記載するなど、使用者が把握しやすい手段により情報提供

すること。散布方法の設定に当たっては、落下分散性能の把握、ドリフト状況の把握等

の結果から設定するとともに、その根拠となった試験結果（試験条件を含む）を Web サ

イト等で公表するよう努めること。 

（２）１（１）により提供を受けた情報及び資料その他農薬の空中散布に関する技術的情報

を使用者に提供するとともに、使用者からの照会に対応する窓口を整備すること。 

４ 関係団体 

農薬の空中散布に関わる団体は、農薬の空中散布の安全かつ適正な実施のための啓蒙

普及活動、技術の開発・改善等に努めること。 

第５ 情報管理 

本ガイドラインに基づく情報提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成 

15 年法律第 57 号）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法

律第 58 号）、各都道府県が定める個人情報保護条例等に留意する。 

第６ 改訂 

本ガイドラインは、無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る技術の開発状況等

を踏まえ、必要に応じて見直すこととする。 

 

（４）無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン 

令和元年７月 30 日付け元消安第 1388 号消費・安全局長通知 

改正 令和５年３月 30 日付け４消安第 7181 号消費・安全局長通知 

第１ 趣旨 

無人マルチローター（ほぼ垂直な軸回りに回転する三つ以上の回転翼によって主な揚

力及び推進力を得る回転翼無人航空機をいう。以下同じ。）による農薬の空中散布は、防

除作業の負担軽減及び生産性の向上に資する技術として期待されており、近年、当該散

布の実施面積は、増加傾向にある。 

他方で、農薬を使用する者は、農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号。以下「法」と

いう。）第 25 条第１項に基づき定められている農薬を使用する者が遵守すべき基準を定

める省令（平成 15 年農林水産省・環境省令第５号。）に基づき、農作物や人畜、周辺環

境等に被害を及ぼさないようにする責務を有するとともに、関係通知に沿った安全かつ

適正な使用に努める必要がある。また、農薬を使用する者は、法第 27 条に基づき、農

薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように努めなければならない。 

特に、無人マルチローターによる農薬の空中散布を実施する場合には、地上での散布

に比べて、上空から高濃度の農薬を飛行しながら散布しなければならないことから、ほ
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場内に均一に散布を行い、農薬を散布した区域外への飛散（以下「ドリフト」という。）

が起こらないようにするためには、農薬の空中散布に関する知識・技能が必要になる。

このため、当該空中散布の実施主体（当該空中散布を他者に委託する者を含む。以下「実

施主体」という。）は、無人マルチローターの関係団体、メーカー、販売店、教習施設等

が実施する講習会等を活用し、農薬の空中散布に関する知識・技能の習熟を図ることが

重要である。 

以上のことから、今後、無人マルチローターによる農薬の空中散布がいっそう農業現

場に普及していく環境に対応するため、無人マルチローターによる農薬の空中散布を行

う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うために参考とすることができる目安を示すため、

本ガイドラインを定める。 

第２ 農薬の空中散布の実施 

１ 農薬の空中散布の計画 

（１）実施主体は、農薬の空中散布の実施区域周辺を含む地理的状況（住宅地、公共施設、

水道水源又は蜂、蚕、魚介類の養殖場等に近接しているかなど）、耕作状況（収穫時期の

近い農作物や有機農業が行われているほ場が近接しているかなど）等の作業環境を十分

に勘案し、実施区域及び実施除外区域の設定、散布薬剤の種類及び剤型の選定（粒剤、

微粒剤等の飛散の少ない剤型）等の農薬の空中散布の計画について検討を行い、実施場

所、実施予定月日、作物名、散布農薬名、10ａ当たりの使用量又は希釈倍数等について

記載した計画書を作成する。 

なお、３に規定する対応により危被害を防止することができないおそれがある場合は、

農薬の空中散布の計画を見直す。 

（２）農薬の空中散布の作業を他者に委託する場合は、防除委託者は、防除実施者と十分に

連携して農薬の空中散布の計画を検討する。 

（３）無人マルチローターの所有者は、航空法（昭和 23 年法律第 231 号）第 132 条の２の

規定に基づき、当該無人マルチローターについて国土交通大臣の登録を受ける義務があ

ることから、これを確実に行う。 

（４）農薬の空中散布を含む航空法第 132 条の 87 の規定に基づく特定飛行を行う場合に

は、航空法第 132 条の 88 第１項の規定に基づき、事前に当該特定飛行の日時、経路等の

事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する義務があることから、これを確実に

行う。 

２ 農薬の空中散布の実施に関する情報提供 

（１）農薬の空中散布の実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣

箱、有機農業が行われているほ場等がある場合には、実施主体は、危被害防止対策とし

て、当該施設の管理者及び利用者、居住者、養蜂家、有機農業に取り組む農家等に対し、

農薬を散布しようとする日時、農薬使用の目的、使用農薬の種類及び実施主体の連絡先

を十分な時間的余裕を持って情報提供し、必要に応じて日時を調整する。 
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（２）天候等の事情により農薬の空中散布の日時等に変更が生じる場合、実施主体は、変更

に係る事項について情報提供を行う。 

（３）農薬の空中散布の実施区域周辺において人の往来が想定される場合、実施主体は、作

業中の実施区域内への侵入を防止するため、告知、表示等により農薬の空中散布の実施

について情報提供を行うなどの必要な措置を講ずる。 

３ 実施時に留意する事項 

（１）実施主体は、操縦者、補助者（無人マルチローターの飛行状況、周辺区域の変化等を

監視し、的確な誘導を行うとともに、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入ら

ないよう注意喚起を行い、操縦者を補助する者）等の関係者及び周辺環境等への影響に

十分配慮し、風下から散布を開始する横風散布を基本に飛行経路を設定する。 

（２）操縦者は、あらかじめ機体等メーカーが作成した取扱説明書等により、無人マルチロ

ーター及び散布装置に関する機能及び性能について理解する。 

（３）操縦者は、第４の３（１）により機体等メーカーが取扱説明書等に記載した散布方法

（飛行速度、飛行高度、飛行間隔及び最大風速。別添参照。）を参考に散布を行う。 

（４）（３）において、機体等メーカーによる散布方法が設定されておらず、取扱説明書等

に記載がない場合は、当面の間、「マルチローター式小型無人機における農薬散布の暫定

運行基準取りまとめ」（平成 28 年３月８日マルチローター式小型無人機の暫定運行基準

案策定検討会）において、無人マルチローターの標準的な散布方法として策定された、

以下の散布方法により実施する。 

・飛行高度は、作物上２ｍ以下。 

・散布時の風速は、地上 1.5ｍにおいて３ｍ/ｓ以下。 

・飛行速度及び飛行間隔は、機体の飛行諸元を参考に農薬の散布状況を随時確認し、適切に

加減する。 

（５）操縦者は、散布の際、農薬の散布状況及び気象条件の変化を随時確認しながら、農薬

ラベルに表示される使用方法（単位面積当たりの使用量、希釈倍数等）を遵守し、ドリ

フトが起こらないよう十分に注意する。 

（６）ドリフト等を防ぐため、架線等の危険個所、実施除外区域、飛行経路及び操縦者、補

助者等の経路をあらかじめ実地確認するなど、実施区域及びその周辺の状況把握に努め

るとともに、必要に応じて危険個所及び実施除外区域を明示しておく。 

（７）実施主体は、散布装置については、適正に散布できること（所定の吐出量において間

欠的ではないことなど）を使用前に確認するとともに、適時、その点検を行う。 

（８）周辺農作物の収穫時期が近い場合、実施区域周辺において有機農業が行われている場

合又は学校、病院等の公共施設、家屋、水道水源若しくは蜂、蚕、魚介類の養殖場等が

近い場合など、農薬の飛散により危被害を与える可能性が高い場合には、状況に応じて、

無風又は風が弱い天候の日や時間帯の選択、使用農薬の種類の変更、飛散が少ない剤型

の農薬の選択等の対応を検討するなど、農薬が飛散しないよう細心の注意を払う。 
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（９）強風により散布作業が困難であると判断される場合には、無理に作業を続行せず、気

象条件が安定するまで待機する。 

（10）操縦者、補助者等の農薬暴露を回避するため、特に次の事項に留意する。 

ア 操縦者、補助者等は、防護装備を着用すること。 

イ 農薬の空中散布の実施中において、操縦者、補助者等は農薬の危被害防止のため連携す

ること。 

（11）作業終了後、散布装置（タンク、配管、ノズル等）は十分に洗浄し、洗浄液、配管内

の残液等は周辺に影響を与えないよう安全に処理する。 

（12）実施主体は、農薬の空中散布の実施により、農業、漁業その他の事業に被害が発生し、

又は周囲の自然環境若しくは生活環境に悪影響が生じた場合は、直ちに当該区域での実

施を中止し、その原因の究明に努めるとともに、適切な事後処理を行う。 

（13） 農薬の空中散布を含む特定飛行を行った場合には、航空法第 132 条の 89 の規定に

基づき、その飛行記録、日常点検記録等の情報を遅滞なく飛行日誌に記載する義務があ

ることから、これを確実に行う。 

第３ 事故発生時の対応 

農薬の空中散布を実施した場合の事故発生時の対応については、次のとおり実施する。 

１ 事故の類型は、以下のとおりとする。 

（１）農薬事故 

農薬の空中散布中のドリフト、流出等の農薬事故 

（２）航空法に基づく事故 

① 無人マルチローターの飛行による人の死傷（重傷以上の場合。農薬に起因する目の損

傷を含む。） 

② 第三者の所有する物件の損壊（農薬に起因する農作物の被害を含まない。） 

③ 航空機との衝突又は接触 

（３）航空法に基づく重大インシデント 

① 航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき。 

② 無人マルチローターの飛行による人の負傷（軽傷の場合。農薬に起因する目の損傷を

含む。） 

③ 無人マルチローターの制御が不能になった事態 

④ 無人マルチローターが発火した事態（飛行中に発火したものに限る。） 

２ １（１）に該当する事故が発生した場合は、実施主体は、別記様式の事故報告書を作成

し、実施区域内の都道府県農薬指導部局に提出する。また、必要に応じて、７又は８の

報告を行う。 

３ 事故報告書は、事故発生後直ちに第１報（事故の概要、初動対応等）を、事故発生から

１か月以内に最終報（事故の詳細、被害状況、事故原因、再発防止策の策定）をそれぞ

れ作成すること。 
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なお、農薬の空中散布の作業を他者に委託した場合は、防除委託者は、防除実施者と十

分連携して当該事故報告書を作成する。 

４ 都道府県農薬指導部局は２により事故報告書の提出があった場合は、記載に不備がな

いことを確認し、地方農政局消費・安全部安全管理課（北海道にあっては直接。沖縄県

にあっては内閣府沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課。）を経由して、農林水産省消

費・安全局植物防疫課（以下「植物防疫課」という。）に当該事故報告書を提出する。 

５ 植物防疫課は、４により事故報告書の提出があった場合は、これを取りまとめ、都道府

県等の協力を得て、農薬の空中散布における安全対策を検討する。また、関係機関との

間で、当該検討結果に係る情報を共有するとともに、実施主体に対し、再発防止を図る

よう指示する。 

６ 植物防疫課は、５により取りまとめた事故報告を地方航空局保安部運航課に提供する。 

７ １（２）に該当する事故が発生した場合、航空法第 132 条の 90 の規定に基づき、直ち

に無人航空機の飛行を中止し、負傷者がいる場合には負傷者の救護を行うとともに、必

要に応じて直ちに飛行の場所を管轄する警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡す

る等の危険を防止するために必要な措置を行う。 

なお、１（２）の事故に該当する場合に限らず、必要と認められる場合には、所要の救

護活動を行うべきである。 

８ １（２）又は（３）に該当する事故等が発生した場合、航空法第 132 条の 90 又は 91 の

規定に基づき、実施主体は、飛行の許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機

安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所に事故等の報告を、原則ドローン情報

基盤システム(DIPS)における事故等報告機能を用いて行う。 

なお、電話等による事故等の報告を行う場合は、以下を参照し連絡すること。 

・無人航空機による事故等の報告先一覧 

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001573519.pdf 

第４ 関係機関の役割 

農薬の空中散布に関係する機関は、次の役割を果たす。 

１ 植物防疫課 

（１）農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会の場等を通じ、農薬の空中散布の安全

かつ適正な実施のために必要な情報及び資料の収集及び提供を行うこと。 

（２）農薬の空中散布の円滑な実施及び事故発生時における迅速かつ的確な対応のため、関

係機関との間で連絡体制を整備すること。 

２ 都道府県 

（１）実施主体に対し、１（１）により提供を受けた情報及び資料その他農薬の空中散布に

関する技術的情報を提供すること。 

（２）実施主体から事故に関する情報が提出された場合には、安全かつ適正な農薬の空中散

布の実施のための指導及び助言を行うこと。 
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３ 機体等メーカー 

（１）機体・散布装置の使用条件（対象農作物、農薬の剤型等）ごとの散布方法に関する情

報について、取扱説明書等に記載するなど、使用者が把握しやすい手段により情報提供

すること。散布方法の設定に当たっては、落下分散性能の把握、ドリフト状況の把握等

の結果から設定するとともに、その根拠となった試験結果（試験条件を含む）を Web サ

イト等で公表するよう努めること。 

（２）１（１）により提供を受けた情報及び資料その他農薬の空中散布に関する技術的情報

を使用者に提供するとともに、使用者からの照会に対応する窓口を整備すること。 

４ 関係団体 

農薬の空中散布に関わる団体は、農薬の空中散布の安全かつ適正な実施のための啓

蒙・普及活動、技術の開発・改善等に努めること。 

第５ 情報管理 

本ガイドラインに基づく情報提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成 

15 年法律第 57 号）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法

律第 58 号）、各都道府県が定める個人情報保護条例等に留意する。 

第６ 改訂 

本ガイドラインは、無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る技術の開発状況

等を踏まえ、必要に応じて見直すこととする。 

 

（５）空中散布用農薬に関する情報 

  ”ドローンに適した農薬”は、「使用方法」が、『無人航空機による散布』、『無人ヘリコプ

ターによる散布』、『無人航空機による滴下』又は『無人ヘリコプターによる滴下』とさ

れている農薬です。 

  なお、使用方法において、散布機器が指定されていない『散布』、『全面土壌散布』など

となっている農薬についても、その使用方法を始め、希釈倍率、使用量等を遵守できる

範囲であれば、ドローンで使用可能です。 

  農林水産省では、平成 31 年 3 月に、”ドローンに適した農薬”について、新たに 200 剤

の登録を推進する目標を立て、登録数の少ない露地野菜や果樹用の農薬を中心に、"ドロ

ーンに適した農薬"の登録数の拡大を図っています。 

 農林水産省：ドローンで使用可能な農薬 

  https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/nouyaku.html 

 農林水産航空協会：登録農薬一覧 

   http://mujin-heri.jp/index11.html 

 

（６）稲発酵粗飼料生産における農薬使用について 

 稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル第７版（令和２年３月一般社団法人日本草地畜産
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種子協会）より抜粋 

Ⅱ 稲発酵粗飼料の生産（２ 低コスト栽培） 

（６）農薬使用 

    ① 病害虫防除 

  抵抗性品種の導入や病害虫発生予察を活用した的確な防除対策を基本とし、病害虫の

発生が周辺の食用イネに影響をおよぼさないように配慮しつつ、航空防除の実施地域で

は作付の団地化を行うなど、防除対策について地域の関係者で十分な協議を行う必要が

ある。 

  その際、コスト低減を図るため、病害虫の発生状況を的確に把握し、必要最小限の防除

に努めることが重要である。 

  なお、稲用に登録されている農薬のうち、①登録時のデータから稲わらへの残留性が十

分に低いと認められる農薬や稲わらに残留しても牛の乳汁に検出されないことが確認さ

れている農薬、②平成１５年度以降に実施したＷＣＳ用イネでの残留性試験や乳汁移行

試験により残留性がないと確認された農薬は、以下のとおりである。 

 農薬による病害虫防除が必要な場合には、これらの中から、都道府県の稲作指導指針等に

記載されている農薬を、地域の農業改良普及センターの指導に従って作型や病害虫の発

生動向等を踏まえて選定する。農薬の使用に当たっては、当該農薬のラベルに記載され

ている「収穫○日前まで」という使用時期の「収穫」をＷＣＳ用イネの収穫（黄熟期）

にそのまま適用するため、防除可能な期間が食用イネより１週間～１０日程度早まるこ

とに留意する必要がある。 

  また、立毛中の稲を利用した放牧についても、本マニュアルに記載された農薬の種類・

使用方法に従うこと。 

  なお、無人航空機（無人ヘリコプター、ドローン等）の利用に当たっては、以下の農薬

の種類の括弧内の記載に留意するとともに、「農薬の使用方法における「無人航空機」の

取扱いについて（平成２９年１２月２５日付け２９消安第４９７４号農林水産省消費・

安全局農産安全管理課長通知）」（参考）を参照すること。 

    ② 雑草防除 

  ＷＣＳ用イネにノビエ等の雑草が混入した場合、水分含量の相違等から品質が低下す

るため、雑草防除を的確に行う必要がある。特に、直播栽培を導入する場合には、雑草

が繁茂しやすいので、初期の雑草防除が重要である。 

  稲用に登録されている農薬のうち、直播水稲への適用があり、①登録時のデータから稲

わらへの残留性が十分低いことが認められる農薬、②平成１５年度以降に実施したＷＣ

Ｓ用イネでの残留性試験等により残留性がないと確認されている農薬は以下のとおりで

ある。 

  除草剤を使用する場合には、これらの中から、都道府県の稲作指導指針等に記載されて

いる農薬を、地域の農業改良普及センターの指導に従って作型や雑草の発生動向等を踏
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まえて選定する。除草剤の使用に当たっては、病害虫防除と同様に、農薬のラベルに記

載されている「収穫○日前まで」という使用時期の「収穫」をＷＣＳ用イネの収穫（黄

熟期）にそのまま適用するため、防除可能な期間が食用イネより１週間～１０日程度早

まることに留意する必要がある。 

  また、立毛中の稲を利用した放牧についても、本マニュアルに記載された農薬の種類・

使用方法に従うこと。 

 

 ※農薬の種類については、下記の農林水産省Ｗeb サイトを参照してください。 

  URL:https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo 

  ○稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル第 7 版（全体） 

    ○稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル第 7 版（農薬使用に関する部分の抜粋） 

      掲載されている農薬のリスト 

   ・殺虫剤 

   ・殺菌剤 

   ・殺虫殺菌剤 

   ・農薬肥料 

   ・植物成長調整剤 

   ・除草剤（直播栽培に適用できるもの） 

   ・除草剤（移植栽培に適用できるもの） 
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（７）農薬希釈早見表等 

 

  

①農薬希釈早見表

倍 ％ L L L L
10 10.000 1 2.5 3 5

20 5.000 500.0 2 5.0 6 10
50 2.000 200.0 5 12.5 15 25

80 1.250 125.0 8 20.0 24 40
100 1.000 100.0 10 25.0 30 50

150 0.666 66.6 15 37.5 45 75
200 0.500 50.0 20 50.0 60 100

250 0.400 40.0 25 62.5 75 125
300 0.333 33.3 30 75.0 90 150

350 0.286 28.6 35 87.5 105 175
400 0.250 25.0 40 100.0 120 200

450 0.222 22.2 45 112.5 135 225
500 0.200 20.0 50 125.0 150 250

550 0.182 18.2 55 137.5 165 275
600 0.166 16.7 60 150.5 180 300

650 0.154 15.4 65 162.5 195 325
700 0.143 14.3 70 175.0 210 350

750 0.133 13.3 75 187.5 225 375
800 0.125 12.5 80 200.0 240 400

850 0.118 11.8 85 212.5 255 425
900 0.111 11.1 90 225.0 270 450

950 0.105 10.5 95 237.5 285 475
1,000 0.100 10.0 100 250.0 300 500
1,200 0.083 8.3 120 300.0 360 600

1,500 0.066 6.6 150 375.0 450 750
2,000 0.050 5.0 200 500.0 600 1,000

2,500 0.040 4.0 250 625.0 750 1,250
3,000 0.033 3.3 300 750.0 900 1,500

4,000 0.025 2.5 400 1,200 2,000
5,000 0.020 2.0 500 1,500 2,500

6,000 0.017 1.7 600 1,800 3,000
7,000 0.014 1.4 700 2,100 3,500

8,000 0.013 1.3 800 2,400 4,000
9,000 0.011 1.1 900 2,700 4,500

0.010 1.0 1,000 3,000 5,000

（注）本表は倍数をもとにした希釈方法を示している。

（例）例えば、1,000倍の水和剤を調製するには、10ｇを水10Lで希釈する。
（１L＝1,000ml、100ｇ＝100ml（水）、１cc＝１mｌ、１ｇ＝１ml（水））

②希釈倍率、成分濃度換算表
成分量

希釈倍率
80% 70% 65% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 1%

倍 ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
100 8,000 7,000 6,500 6,000 5,000 4,000 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 100

200 4,000 3,500 3,250 3,000 2,500 2,000 1,500 1,250 1,000 750 500 250 50
300 2,666 2,333 2,166 2,000 1,666 1,333 1,000 833 666 500 333 166 33

400 2,000 1,750 1,625 1,500 1,250 1,000 750 625 500 375 250 125 25
500 1,600 1,400 1,300 1,200 1,000 800 600 500 400 300 200 100 20

600 1,333 1,166 1,083 1,000 833 666 500 416 333 250 166 83 17
700 1,142 1,000 929 857 714 571 428 357 285 214 143 71 14

800 1,000 875 812 750 625 500 375 312 250 188 125 63 13
900 888 777 722 666 556 444 333 277 222 166 111 56 11

1,000 800 700 650 600 500 400 300 250 200 150 100 50 10
1,500 533 460 433 400 333 266 200 166 133 100 66 33 7

2,000 400 350 325 300 250 200 150 125 100 75 50 25 5
3,000 266 233 216 200 166 133 100 83 66 50 33 17 3
4,000 200 175 164 150 125 100 75 62 50 37 25 13 3

5,000 160 140 130 120 100 80 60 50 40 30 20 10 2

10,000 80 70 65 60 50 40 30 25 20 15 10 5 1

希釈倍率
希釈液中の
薬剤の濃度

水10Lに
対する薬量

包装単位に対する希釈量（水の量）

100ｇ又はml 250ｇ又はml 300ｇ又はml 500ｇ又はml

ｇ又はml
1,000.0

10,000 2,500.0

1,500.0
1,750.0

2,000.0
2,250.0

1,000.0
1,250.0
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①北海道病害虫防除所

調べたい情報 「農作物病害虫・雑草防除ガイド」、「病害虫発生予察情報」

HP 北海道病害虫防除所

アドレス http://www.agri.hro.or.jp/boujosho/

②農薬関連法令に関する情報
調べたい情報 農薬取締法、施行規則、省令等

HP 農林水産省：　消費・安全＞農薬コーナー＞農薬取締法

アドレス https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html

調べたい情報 農薬登録情報など

HP 農林水産省外部リンク：　農薬登録情報提供システム

アドレス https://pesticide.maff.go.jp/

調べたい情報 農薬登録申請など

HP 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

アドレス http://www.acis.famic.go.jp/

調べたい情報 無人ヘリコプター等適用農薬など

HP
農林水産省：　消費・安全＞植物防疫(病害虫防除に関する情報)＞無人航空機（無人ヘリコプター

等）による農薬等の空中散布に関する情報

アドレス https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120507_heri_mujin.html

HP 一般社団法人農林水産航空協会：　登録農薬一覧

アドレス http://mujin-heri.jp/index_top.html

調べたい情報 残留農薬基準値など

HP 公益財団法人日本食品化学研究振興財団：　残留農薬

アドレス http://www.ffcr.or.jp/

HP 環境省：　水・土壌・地盤・海洋環境の保全＞農薬対策関係

アドレス http://www.env.go.jp/water/noyaku.html

③農薬に関する情報
調べたい情報 農薬の化学的性質や毒性、県別出荷量等 

HP
国立研究開発法人国立環境研究所：　データベース> データベース／ツール＞化学物質データベー
スWebKis-Plus

アドレス http://www.nies.go.jp/

調べたい情報 RACコード、殺菌剤の耐性菌に関すること

HP 農薬工業会：　農薬情報局＞農薬の作用機構分類＞Japan FRAC / 殺菌剤耐性菌対策

アドレス http://www.jcpa.or.jp/labo/jfrac/

調べたい情報 農薬中毒の問い合わせ先は 

HP 公益財団法人 日本中毒情報センター：　中毒１１０番・電話サ－ビス

アドレス https://www.j-poison-ic.jp/

④病害虫に関する情報
調べたい情報 国内植物や輸入植物に対する検疫に関すること　

HP 農林水産省：　消費・安全＞植物防疫(植物検疫に関する情報)

アドレス http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/index.html

調べたい情報 病害虫防除に関すること

HP 農林水産省：　消費・安全＞植物防疫(病害虫防除に関する情報)

アドレス https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/index.html

調べたい情報 有用植物の病害虫・生理障害に関すること

HP
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 農業技術革新工学研究センター：

農業IT研究プロジェクト 研究成果アーカイブ＞有用植物の病害診断/防除総合システム

アドレス http://riss.nobody.jp/disease/

（８）インターネットで公開されている病害虫及び農薬関連情報 

 


